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　各関係機関の皆様におかれましては、平素より当協会の業務運営につ

きまして、格別のご支援、ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

　皆様に当協会を一層ご理解していただくため、ディスクロージャー誌

「大分県信用保証協会の現況　平成20年度版」を作成いたしました。 

　本誌は、当協会の概要、信用保証制度のしくみや内容、平成19年度の

業務実績、年度経営計画の評価、個人情報の保護に対する取組みなどに

ついて説明しております。 

　ご一読いただき、「大分県信用保証協会」に対する認識を更に深めて

いただければ幸いです。 

　さて、県内の景況は、自動車や電気・精密機械、鉄鋼等の製造業が生

産水準を引き上げて増勢にあり、全体としては緩やかな回復基調が続い

ていましたが、原油・原材料価格高騰の影響等から企業マインドは慎重

化しており、最近においては回復の勢いは鈍化し足踏み状態にあります。 

　また、中小零細企業を取り巻く環境は、原油・原材料価格高騰や公共

工事の減少等による影響で厳しい環境下にあり、企業倒産件数は、建設

業や卸・小売業を主体に前年を上回るなど予断を許さぬ状況が続いてい

ます。 

　このような状況の中、当協会は、本来の使命である中小企業金融の円

滑化を通じて、地域社会への一層の貢献をはたすため、国及び地方公共

団体の諸施策を推進するとともに、経営支援・再生支援体制を充実させ、

中小企業者の経営相談等のサービスにきめ細かく対応し、多様化する資

金ニーズに迅速・的確に応えていく所存であります。 

　今後とも、国、市町村、関係団体及び金融機関のご協力をいただき、

連携を強化しつつ、役職員一丸となって、中小企業の良きパートナーと

して「信頼される保証協会、顔の見える保証協会」を目指しますので、

皆様の一層のご理解、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。 

大分県信用保証協会 

会長 深田　秀生 

ご あ い さ つ  

ふか　だ　　　ひで　お 

ごあいさつ 
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基本理念 

スローガン 

シンボルマーク 

私たち　大分県信用保証協会は、 
よりよいサービスと、各種保証を通じて 
中小企業と地域社会のさらなる発展に貢献いたします。 

もっと企業のために、よりよい未来社会のために 

プロフィール 

　 大分の「Ｏ」と信用の「Ｓ」の頭文字でデザインしています。 
　「Ｓ」は、鳥の飛翔をイメージ。「Ｓ」の頭文字を３つの羽とみなし、中小企業・金融機関・大分県
信用保証協会の三者の協調と信頼関係を表しています。 
   シンボルカラーも青一色とし、未来へのチャレンジと飛躍をイメージしています。 

大分県信用保証協会の概要 

設 立  

根 拠 法 律  

関 係 法 律  

目 的  

 
 

基 本 財 産  

保証債務残高 

利用企業者数 

役 職 員 数  
 
 

事 務 所  

昭和24年4月26日 

信用保証協会法（昭和28年8月10日　法律第196号） 

中小企業信用保険法（昭和25年12月14日　法律第264号） 

中小企業者のために信用保証の業務を行い、もってこれらの 

者に対する金融の円滑化を図ることを目的とする。 
(大分県信用保証協会定款第１条) 

　 128億円 

2,017億円 

13,686企業 

常 勤 役 員     ４名 
非常勤役員　１３名 
職　　　員　３９名　 

大分市金池町３丁目１番６４号（大分県中小企業会館内） 

(平成２０年４月１日現在)

大分県信用保証協会の概要 
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大分県信用保証協会の概要 

役　員 

役 職 名  氏 名  備 考  

（平成20年5月23日現在） 

会 長  

副 会 長  

副 会 長  

専務理事  

理 事  

理 事  

理 事  

理 事  

理 事  

理 事  

理 事  

理 事  

理 事  

理 事  

監 事  

監 事  

監 事  

深 田 　 秀 生  

安 藤 　 昭 三  

米 田 　 健 三  

大 堀 　 敬 直  

井 上 　 拓 雄  

小 倉 　 義 人  

釘 宮 　 　 磐  

小 林 　 公 明  

清 家 　 　 孝  

梛 原 　 憲 治  

原 　 　 武 司  

安 松 　 　 亮  

山 上 　 博 資  

渡 邉 　 廣 人  

安 部 　 　 隆  

高 松 　 右 門  

村 松 　 政 幸  

常　勤 

非常勤　大分県商工会議所連合会会長 

非常勤　大分県商工労働部長 

常　勤 

非常勤　大分県信用組合協会会長 

非常勤　大分県銀行協会会長 

非常勤　大分県市長会会長 

非常勤　大分県町村会会長 

非常勤　大分県商工会連合会会長 

非常勤　豊和銀行頭取 

非常勤　商工組合中央金庫大分支店長 

常　勤 

非常勤　大分県信用金庫協会会長 

非常勤　大分県中小企業団体中央会会長 

常　勤 

非常勤　大分みらい信用金庫会長 

非常勤　公認会計士 
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組織機構図 

会
　
　
長 

常
勤
理
事 

常
勤
監
事 

専
務
理
事 

総務部 

総　務　課 人事　厚生　経理　管財　庶務 

その他 

金融・経営相談 

経営改善計画作成助言 

大口・簡易審査等 

経営・業務計画　保証制度の創設 

広報　研修　文書管理 

情報処理 

システム管理等 

 

（大分市） 

信用保証申込の調査・審査 

経営相談　条件変更 

その他の保証業務に関すること 

 

（大分市以外）同上 

保証業務に関する事務等 

 

代位弁済に関する事務 

法的措置関係等　損失補償金の管理 

延滞債権の管理 

求償権の管理回収業務 

企画情報課 

業務部 

業 務 一 課 

業 務 二 課 

管理部 

管 理 一 課 

管 理 二 課 

業 務 三 課 

経営・再生支援室 

大分県信用保証協会の概要 



信用保証のしくみ 

　中小企業者が金融機関から事業資金を借り入れる際、信用保証協会が公的な保証人となること

により資金調達を容易にし、中小企業金融の円滑化を図ることを目的としています。 

①中小企業者は、信用保証協会に保証申込をします。（金融機関を経由していただくのが一般
的ですが、商工団体及び信用保証協会に直接お申し込みいただく方法もあります。） 
 
②信用保証協会は、申込のあった中小企業者の信用調査・審査を行います。 
 
③保証の承諾を決定した場合は、金融機関に対して信用保証書を発行いたします。 
 
④金融機関は信用保証書に基づいて中小企業者に融資を行います。 
 
⑤中小企業者は、融資条件に従って金融機関に借入金を返済します。 
 
⑥中小企業者が何らかの事情で借入金の返済ができなくなった場合、金融機関は、信用保証協
会に対して代位弁済の請求を行います。 
 
⑦信用保証協会は、この請求に基づいて中小企業者に代わって借入金の残額を金融機関に返済
（代位弁済）します。 
 
⑧代位弁済を行うことにより、金融機関が有していた債権が信用保証協会に移転し、信用保証
協会が求償権を取得し、債権者となります。 
 
⑨中小企業者及びその保証人には、信用保証協会に対して求償債務の返済をしていただきます。 
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信用保証のしくみ 

信用保証制度の当事者は、基本的には中小企業者、金融機関、信用保証協会の三者です。 

信用保証制度のしくみ 

①保証申込 

⑤返　　済 

④融　　資 

①
保
証
依
頼 

②
調
査
・
審
査 

⑧
求
償
権 

⑥
代
位
弁
済
請
求 

③
保
証
決
定 

⑦
代
位
弁
済 

信用保証協会（全国52協会） 

中小企業者 金融機関  

⑨  　
回
　
収 



　信用保証業務にともなうリスクを、信用保険によってカバーし、信用保証制度の機能が十分に

発揮できるようにすることを目的としています。 

①中小企業金融公庫と信用保証協会は、信用保険契約を締結し、この契約に基づき中小企業金

融公庫は信用保証協会の保証に対して保険を引き受けます。 

 

②信用保証協会は、中小企業金融公庫に信用保険料を支払います。 

 

③信用保証協会が金融機関に代位弁済をしたときは、中小企業金融公庫に保険金の請求を行い

ます。 

 

④信用保証協会は、信用保険の種類に応じて、代位弁済した元本金額の70％または80％を保

険金として中小企業金融公庫から受領します。 

 

⑤信用保証協会は、代位弁済した中小企業者からの回収金の一部を、保険金の受領割合に応じ

て保険納付金として中小企業金融公庫に納付します。 

①保険契約 

④保険金支払 

②保険料支払 

③保険金請求 

⑤回収金納付 
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信用保険制度の当事者は、中小企業金融公庫と信用保証協会の二者です。 

信用保険制度のしくみ 

信用保証協会 中小企業金融公庫 

信用保証のしくみ 



　信用保証協会の「信用保証制度」と中小企業金融公庫の「信用保険制度」との２つの制度を総

称して信用補完制度といいます。 

監
　
督 

融
　
資 

保
険
契
約 

損
失
補
償
契
約 

貸
　
付 

出
捐
金 

監
　
督 

監督  

出資  
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信用保証のしくみ 

信用補完制度のしくみ 

政　府  地方公共団体 
中小企業  

金融公庫  

①保証申込 

⑤返　　済 

④融　　資 

①
保
証
依
頼 

②
調
査
・
審
査 

⑧
求
償
権 

⑨
回
　
収 

⑥
代
位
弁
済
請
求 

③
保
証
承
諾 

⑦
代
位
弁
済 

信用保証協 会（全国52協会） 

中小企業者 金融機関  



　法人の場合は、資本金（出資金）または常時使用する従業員のいずれか一方が、個人の場合は、
常時使用する従業員が、下記の条件を満たしていればご利用いただけます。 

ただし、次の政令指定業種については、下記のとおりとなります。 

生計を一つにしている家族従業員、会社の役員、全くの臨時的な従業員は、常時使用する従業
員数には含まれません。 
組合は、当該組合が保証対象業種を営むもの、またはその構成員の３分の２以上が保証対象業
種を営んでいれば対象となります。 
個人が営む医業は、常時使用する従業員数は100人以下です。 

資 本 金  業 種  従 業 員  
製 造 業 ・ 建 設 業  
運 送 業 ・ そ の 他  

3 億 円 以 下  

1 億 円 以 下  
5 , 0 0 0 万 円 以 下  
5 , 0 0 0 万 円 以 下  

3 0 0 人 以 下  

1 0 0 人 以 下  
5 0 人 以 下  

1 0 0 人 以 下  
3 0 0 人 以 下  ー　　　　　 

卸 売 業  
小 売 業  
サ ー ビ ス 業  
医 療 法 人  

資 本 金  業 種  従 業 員  
ゴ ム 製 品 製 造 業  
（自動車又は航空機用タイヤ 
　及びチューブ製造業並びに 
　工業用ベルト製造業を除く） 

3 億 円 以 下  

3 億 円 以 下  
3 億 円 以 下  

5 , 0 0 0 万 円 以 下  

9 0 0 人 以 下  

3 0 0 人 以 下  
3 0 0 人 以 下  
2 0 0 人 以 下  

ソ フ ト ウ ェ ア 業  
情報処理サービス業 
旅 館 業  

業歴要件～営業年数を問わず、客観的に事業を行っていることが明らかであれば保証対象となります。 
区域要件～次の（1）または（2）に該当すれば保証対象となります。 
　（1）個人の場合：住居または事業者のいずれかが大分県内にあるもの 
　（2）法人の場合：大分県内に本店または事業所を有するもの 
（注）制度要綱等で定めがある場合はその定めによります。 

　中小企業信用保険法施行令で定める業種となっており、商工業のほとんどの業種でご利用にな
れます。ただし、農林漁業の一部、金融保険業の一部、風俗関連営業の一部、宗教・政治・文化
団体、その他信用保証協会において保証対象として不適当と認める業種についてはご利用いただ
くことができません。　 
　また、許認可や届出を必要とする業種については、当該事業に係る許認可等を受けていること
が必要となります。 
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企業規模 

保証をご利用いただける方 

信用保証のご利用にあたって 

信用保証のご利用にあたって 

業　種 



　法人・個人は２億８千万円、組合は４億８千万円です。 
　このほかに国が定める制度保証で、一定の要件を備えている方は、別枠で保証のご利用ができ
ます。 

　最長20年以内まで取扱いできます。 
　なお、それぞれの制度により定めがありますので、別掲の保証制度のご案内をご覧ください。 

　事業資金に必要な運転資金・設備資金に限ります。 

　法人代表者以外の連帯保証人を徴求しないものとします。ただし、実質経営者、許認可名義人
は連帯保証人になっていただきます。 
　なお、事業継承予定者は連帯保証人になっていただく場合があります。 

　必要に応じ、原則として、県内に所在する不動産、船舶、流動資産（棚卸資産・売掛債権）、
有価証券などを提供していただきます。 

9

 信用保証料について 

　信用保証料は、信用保証協会が中小企業者の委託に応ずる対価であり、中小企業金融公庫へ支
払う信用保険料、損失の補償、経費等、信用保証制度の運営上必要な費用に充当するものです。 
　なお、信用保証料以外に手数料等は一切いただいておりません。 

　平成18年４月１日より、基本の保証料率は、中小企業者のみなさまの経営状況に応じて、原則
として９段階のリスク考慮型保証料率体系を導入しています。詳しくは次頁の基準保証料年表を
ご覧ください。 
　セーフティネット保証、流動資産担保融資保証などの特別な保証制度は、リスク考慮型保証料
率体系の対象外となり、従来と同じ一律の保証料率を適用します。 

〔割引適用について〕 
　　担保をご提供いただいた場合………………………………………0.1％割引 
　　財務諸表について、「中小企業の会計に関する指針」の適用状況の確認が公認会計士または
税理士により行われたことを示す書類の提出を受けた場合、もしくは、会計参与を設置して
いることを登記により確認できた場合……………………………0.1％割引 

信用保証のご利用にあたって 

保証の最高限度額 

保証期間 

資金使途 

連帯保証人 

担　保 

保証の内容 

信用保証料 

信用保証料率 



 責任共有制度について 
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　信用保証協会の保証付き融資につきましては、従来、信用保証協会が融資取扱金融機関に対し、
原則100％保証しておりました。 
　平成19年10月から、信用保証協会と金融機関とが適切な責任分担を図り、両者が連携して、
融資実行やその後の経営支援・再生支援等を行うことを目的として「責任共有制度」が導入され
ました。 

　責任共有制度は、①部分保証方式、②負担金方式があり、各金融機関がいずれかの方式を選択
することとなっています。（概要は下表のとおり） 

　責任共有制度の導入により、信用保証協会の負担割合が軽減されることから、信用保証料も以下
のように改定されました。 

　原則としてすべての保証が、責任共有制度の対象となりますが、対象外となる保証（100％保証）
は以下のとおりです。 

（注）特定社債保証、流動資産担保融資保証（旧売掛債権担保融資保証）等の部分保証制度は、金融機関の
方式選択にかかわらず、引続き部分保証となります。 

基準保証料率（ガイドライン） 

※特殊保証：当座貸越担保証、事業者カードローン当座貸越担保証、手形割引担保証 

区　分 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 
責任共有保証料率 
（特殊保証） 

1.90 
（1.62） 

1.75 
（1.49） 

1.55 
（1.32） 

1.35 
（1.15） 

1.15 
（0.98） 

1.00 
（0.85） 

0.80 
（0.68） 

0.60 
（0.51） 

0.45 
（0.39） 

2.20 
（1.87） 

2.00 
（1.70） 

1.80 
（1.53） 

1.60 
（1.36） 

1.35 
（1.15） 

1.10 
（0.94） 

0.90 
（0.77） 

0.70 
（0.60） 

0.50 
（0.43） 

責任共有外保証料率 
（特殊保証） 

　融資の返済ができなくなった場合、その残高の80％
部分は、保証協会が金融機関に代位弁済いたします。 
　残りの20％については、金融機関の負担となります。 

　融資の返済ができなくなった場合、その残高の金額（100
％）を保証協会が金融機関に代位弁済いたします。 
　なお、事後的に代位弁済額の20％相当額の負担金を
金融機関は保証協会に支払うことになります。 

①部分保証方式 
【保証時点】 

80％ 
保証部分 

20％ 
非保証部分 

【代位弁済時】 
80％ 

保証協会が代位弁済 
20％ 

プロパー分 

②負担金方式 
【保証時点】 
100％ 
保証部分 

【代位弁済時】 
100％ 
保証部分 20％ 負担金 

責任共有制度の対象とならない保証制度 

１．経営安定関連保険（セーフティネット）１号～６号にかかる保証 
２．災害関係保険にかかる保証 
３．創業関連保険（再挑戦支援保証含む）、創業等関連保険にかかる保証 
４．特別小口保険にかかる保証 
５．事業再生保険にかかる保証 
６．「小口零細企業保証制度」（新設の全国統一保証制度） 
７．求償権消滅保証 
８．破綻金融機関等関連特別保証（中堅企業特別保証） 

信用保証のご利用にあたって 

制度の目的 

制度の概要 



 主な保証制度のご案内 
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保証の種類 

普 通 保 証 

小口零細企業保証 

当 座 貸 越 

事業者カード 
ローン根保証 

盆・年末特別保証 

経営安定関連保証 

再挑戦支援 
保　　　証 

創 業 関 連 
保　　　証 

創業等関連保証 

経営革新関連保証 

中小企業特定社債 
保　　　　　　証 

流動資産担保融資 
保　　　　　　証 

事業再生保証 

事業再生円滑化 
関　連　保　証 

Ｑ1250保証 

Ｑ　Ｗ　保　証 

資金繰り円滑化 
借　換　保　証 

手 形 割 引 
手 形 貸 付 

根
保
証 

創
業
関
連
保
証 

概　　　　　　要 
借入限度額 
（　）は組合 

資金 
使途 

保証 
期間 融資利率 

保証料率 
（年）％ 

一般的または大口の事業資金が必要な方
 

 
一般的な事業資金が必要な小規模企業者の方 
（責任共有対象外：100％保証） 
経営に必要な資金を反復継続して安定的に必要
とされる方 

小口の事業資金を反復継続的に必要とされる方
 

 

手形割引取引などが多い方
 

 

盆・年末など金融繁忙期に
 

 
経営安定１～８号の認定を受けた方 
（１号～６号は責任共有対象外：100％保証） 
過去に廃業等の経験を有する方が、再び創業を
行う又は創業を行った方 
（責任共有対象外：100％保証） 
事業を営んでいない個人が事業を開始する時、並び
に事業を開始した日以後５年を経過していない方 
（責任共有対象外：100％保証） 
事業を営んでいない個人が事業開始する時及び
中小企業者が新たに会社を設立し事業開始する
時、並びに事業開始後５年を経過していない方 
（責任共有対象外：100％保証） 
中小企業経営革新支援法に規定する承認経営革
新計画に従い経営革新のための事業を行おうと
する方 
中小企業者が自社の発行する社債（私募債）で
資金調達を行いたい時に 
（部分保証：80％保証） 
自ら保有する売掛債権、棚卸資産を担保として
資金調達を行いたい方 
（部分保証：80％保証） 
法的な再生手続き申立て、再建に取り組んでい
る中小企業者が資金調達を行いたい時に 
（責任共有対象外：100％保証） 
法的整理手続きによらず、事業再生を図ろうと
する中小企業が資金調達を行いたい時に 
（部分保証：80％保証） 
小規模企業者が迅速に資金調達を行いたい時に 
（責任共有対象外：100％保証） 

一定基準以上の要件を具備する中小企業者が簡
易迅速に資金調達を行いたい時に

 
 
保証付借入金の借換や複数の保証付借入金の一
本化により月々の返済額軽減を図りたい時に 

2億8,000万円 
（4億8,000万円） 

1,250万円
 

 
100万円～ 
2億8,000万円 

100万円～ 
2,000万円 

2億8,000万円 
（4億8,000万円） 

500万円
 

 
2億8,000万円 

（4億8,000万円） 
 
 

1,000万円
 

 
 
 
 

1,500万円
 

 
 

2億8,000万円 
（4億8,000万円）

 
 
 

5億6,000万円 
 
 

2億5,000万円 
 
 

２億円 
 

2億8,000万円 
（4億8,000万円）

 
 

1,250万円 
（特認500万円） 
3,000万円 
5,000万円 
8,000万円 

0.45～1.90
 
 

0.50～2.20 
 

0.39～1.62
 
 

0.39～1.62
 
 

0.39～1.62 
0.45～1.90 

0.41～1.86
 
 

1号～6号 0.80 
7号・8号 0.75 

 
 

1.00
 
 
 
 
 

1.00
 
 
 
 

0.85 
 
 

0.45～1.90 
 
 

0.68 
 
 

2.20 
 
 

1.76 
 

0.50～2.20 
 
 

0.45～1.90

金融機関 
所定利率 
金融機関 
所定利率 
金融機関 
所定利率 
金融機関 
所定利率 
金融機関 
所定利率 
金融機関 
所定利率 
金融機関 
所定利率 
 
 

金融機関 
所定利率 
 
 
 

金融機関 
所定利率 
 

金融機関 
所定利率

 
 

支払金利 
発行体所定率

 
 

金融機関 
所定利率

 
 

金融機関 
所定利率

 
 

金融機関 
所定利率

 
 

金融機関 
所定利率 

金融機関 
所定利率 

運転 
設備 
運転 
設備 
運転 
設備 
運転 
設備 

運転
 
 

運転
 
 

運転 
設備 
 
 

運転 
設備 
 
 
 

運転 
設備 
 

運転 

設備  

運転 
設備

 
 

運転 
設備

 
 

運転 
設備

 
 

運転 
設備

 
 

運転 
設備 
 

運転 

20年
 

 

10年
 

 
１年又
は２年 
１年又
は２年 

１年
 

 

6ヵ月
 

 

10年
 

 
 
 

10年
 

 
 
 
 

10年
 

 
 

５年 

７年  
 
７年 
 
 
１年 
 
 
10年 
 
 
３年 
 

10年
 

 
 
10年 

利用する各制度の定めるところによります 

信用保証のご利用にあたって 

協会の制度 （平成20年4月1日現在） 
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0.45̃1.15
 
 
 

0.5̃1.05
 
 

0.7
 
 
 
 
 

0.45̃0.75
 
 
 
 
 

0.45̃0.75
 
 

特定中小企業者 
0.35

 
 
 
 

0.2
 
 
 
 
 
 
 
 

0.35
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.7 
 
 
 
 
 
 

0.45̃0.85
 
 

災害復旧 
特別融資 
0.45̃0.55

 
 
 
 
 
 

0.45̃0.85
 
 

0.7 
（0.3） 

保証の種類 

運　　転 中小企業 
振興資金 

中小企業 
活　性　化 
資　　金 

小口零細 
企業資金 
責任共有対象外 
100%保証 

創業支援 
資　　金 

責任共有対象外 
100%保証 

設　　備 

普通貸付 

無担保無保証人 
貸　　付 

第二創業 
支援融資 

活　性　化 
融　　資 

特　定　取　引 
中小企業者向け 

創　業　等 
支援融資 

新事業創出 
融　　資 

再　挑　戦 
支援融資 

ものづくり産業 
特　別　融　資 

中　小　企　業 
経営改善資金 

創造的企業育成 
支　援　資　金 

ベ　ン　チ　ャ　ー 
サ ポ ー ト 資 金 

環境保全対策資金 

地域産業振興資金 

概　　　　　　要 
借入の限度額 
（　）は組合 

資金 
使途 

保証期間 
（うち据置） 

融資利率 
（年）％ 

保証料率 
（年）％ 

経営の合理化・体質強化のために長期運転資金が必要な時に
 

 

経営の合理化・体質強化のために設備資金が必要な時に
 

 

一般的な事業資金が必要な小規模企業者の方 
 
適当な担保・保証人のない小規模企業者の方が事業資金を必
要とする時に（個人事業主） 
・直近の決算期において、税引前損益又は経常利益で損失を
生じ、又は損失が確実と見込まれる方 
・最近３ヵ月以上の売上高が、前年同期に比し５％以上減少
している方 
・直近の決算期において、前年の決算期に比し経常利益が
10％以上減少し又は減少することが確実と見込まれる方 

第二創業計画（不況業種に属する中小企業者が、不況業種以外
の業種に新たに進出するための計画）について県が承認した方 
特定中小企業者（国、県指定の再生手続開始申立等企業に対し売
掛金等を有する中小企業者）、不況業種関連中小企業者、破綻金融
機関関連中小企業者、再建中小企業者、再生支援中小企業者 
再生手続開始申立等小規模企業者に対し取引条件の改善を行
う方（商工調停士の推薦書が必要） 
・中小企業新事業活動促進法に基づく経営革新計画（中小企
業者が新たな取組を行うことにより付加価値が相当程度向
上するような計画）について県知事が承認した方 
基盤技術を用いる自動車関連企業、半導体関連企業で、経営
革新計画の承認を受けて基盤技術又は半導体製造工程に関す
る設備を行う方 
・大分県ビジネスプラングランプリで一次審査を通過したプ
ランに係る研究開発及び事業化を行う方 
・大分県トライアル発注制度による認定商品の製造等を行う方 
・グッドデザイン商品創出支援事業で採択された開発テーマ
に係る研究開発および事業化を行う方 
・技術鑑定・マーケティング支援事業によるマッチング成果
がAA以上と判定された商品・技術・サービスの事業化を
行う方 
・大分県循環型環境産業創出事業で認定された事業計画に係
る研究開発及び事業化を行う方 
事業を営んでいない個人が事業開始する時及び中小企業者が
新たに会社を設立し事業開始する時、並びに事業開始後１年
を経過していない方 
事業を営んでいない個人が事業を開始する時、並びに事業を
開始した日以後１年を経過していない方 
過去に廃業等の経験を有する方が、再び創業を行う方又は創
業後５年未満の方 
主な融資対象者 
［進出企業取引促進融資］進出企業との下請取引関係の形成
及び発展を図る方 
［人手不足対策融資］人手不足を解消するために省力化設備
投資を行う方 
［災害復旧融資］災害復旧を行う方 
　※特定の災害については特別融資 
［特定施策推進融資］省エネルギー等施設を設置しようとす
る方など 
［地域資源活用事業振興融資］地域資源を活用して県外に事
業展開を図ろうとする方 
［事業承継融資］会社の経営を承継するもので、事業承継計
画について県の承認を受けた方 

環境保全のための施設の設置及び事業場の移転を行う方 

2,500万円 
（6,000万円） 
5,000万円 
（1億円） 

 

1,250万円
 

 
 
 

3,500万円 
（7,000万円） 

 
 

3,500万円 
（7,000万円） 

 
2,500万円 
再生・再建 
5,000万円 

500万円
 

 
 

8,000万円 
 
 

2億円 
 
 
 
 
 

5,000万円
 

 
 
 
 
 
 

1,500万円 
 
 

1,000万円
 

 
 
 
 
 

3,500万円 
（7,000万円）

 
 
 
 
 

5,000万円 
（7,000万円） 

5,000万円
 

 
3,500万円 

（7,000万円） 

１年以内 2.1 
５年以内 2.4 
７年以内 2.6 
10年以内 2.8 
１年以内 1.8 
５年以内 2.1 
７年以内 2.3 
10年以内 2.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

７年以内 
2.0 
 
 

10年以内 
2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 
 

災害復旧 
特別融資 
2.0 
 
 
 
 
 

2.3

運転
 
 

設備
 
 

運転
 
 

設備
 
 
 

運転
 
 
 
 

設備
 
 
 
 
 

運転 
 
 

運転 
 

設備 
 

設備 
 
 
 
 

運転 
 
 

設備 
 
 
 
 

運転
 
 
 

設備
 
 
 
 
 
 

運転
 
 
 

設備
 
 
 
 
 

運転 
設備 

設備 

10年 
（６ヵ月） 
10年 
（１年） 
７年 
（６ヵ月） 
10年 
（１年） 
 

７年 
（１年） 
 
 

10年 
（１年） 
 

７年 
（１年） 
再生・再建 
10年 
（２年） 
 
 
 

10年 
（１年）
 
 
 
 

7年 
（２年）
 
 

10年 
（２年）
 
 
 
 
 

７年 
（１年） 
 

10年 
（１年） 
 
 
 
 

７年 
（１年） 
 

10年
（１年） 
 
 
 

10年
（１年） 
12年 
（１年） 

県制度のうちセーフティネットに該当する者（１号～６号は責任共有対象外：100％保証） 
（うち中小企業経営改善資金の特定中小企業者に係るもの） 

７年 
（１年） 
10年 
（１年） 

信用保証のご利用にあたって 

県の制度 （平成20年4月1日現在） 
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（　　） （　　　　　） 

（　　　　　） 

0.39～1.62 
 

0.43～1.87 
（市が全額補助） 

0.8 
（市が全額補助） 
0.39～1.62 
（市が全額補助） 
0.45～1.90 

協会季節資金利用の場合は 
0.41～1.86 

0.40～1.70
 
 

1号～6号 0.80 
7号・8号 0.75 
（市が全額補助） 

1.0 
（市が全額補助） 

0.45～1.97
 
 

0.40～1.70 
（市が全額補助） 
0.41～1.86 

 
0.45～1.90 

 
 

1.0
 
 

0.45～1.90 
0.41～1.86 
0.40～1.70 

 
 

0.86 
（市が全額補助）

 
 
 

0.40～1.70 
（市が3割以内補助） 
0.41～1.86 
（市が全額補助） 
0.45～1.90 
（市が全額補助） 
0.40～1.70 

 
個人 0.86 
法人 0.40～1.70 

 
0.40～1.70 
（市が3/4補助） 
0.45～1.90 
（市が1/2補助） 
0.45～1.90 
（市が1/2補助） 
0.41～1.86
（市が1/2補助） 
0.45～1.90
（市が3割補助） 
0.45～1.90 
（市が1/2補助） 

保証の種類 

中小企業者事業資金 

開　業　資　金 

環 境 保 全 資 金 

中小企業合理化資金 

中小企業開業資金 

小規模企業者振興資金 
（小口零細企業保証） 

高度情報化通信 
技 術 活 用 資 金 
設 備 改 善 資 金 
環境保全施設設備資金 

創　業　資　金 

経 営 安 定 資 金 
季　節　資　金 

振　興　資　金 

開　業　資　金 

女 性 若 者 起 業 
支　援　資　金 

公 害 防 止 資 金 

季　節　資　金 

新事業展開支援資金 

佐伯市中小企業振興資金 

小 規 模 企 業 者 
振　興　資　金 

公害防止設備改善資金 

年末年始特別資金 

中小企業経営安定資金 

季　節　資　金 

大
　
分
　
市 

別
　
府
　
市 

中
　
津
　
市 
日
　
田
　
市 

豊
後
高
田
市 

中
小
企
業
事
業
資
金 

小規模企業者事業資金 
（小口零細企業保証） 

臼杵市中小企業振興資金 

津久見市中小企業振興資金 

杵築市中小企業振興資金 

宇佐市中小企業振興資金 

経営合理化資金 

季 節 資 金 

概　　　　　　要 借入の限度額 
資金 
使途 

保証 
期間 

融資利率 
（年）％ 

保証料率 
（年）％ 

中小企業者が経営の合理化及び体質強化を図るために
 

 
一般的な事業資金が必要な小規模企業者の方 
（責任共有対象外：100％保証） 
開業予定の方が開業に係わる資金を必要とする時や、開業後１年未
満の方が事業資金を必要とする時に（責任共有対象外：100％保証） 
環境保全施設の設置・改善、公害防止施設の設置・改善及び
工場等の移転資金を必要とする時に 

夏期特別資金（６月２日～８月20日） 

年末特別資金（11月４日～12月22日）  
経営の維持発展のための運転資金、経営の合理化のための設
備資金が必要な時に 
経営の維持発展のための運転資金、経営の合理化のための設
備資金を必要とする、セーフティネット保証適用の方に 
（１号～６号は責任共有対象外：100％保証） 
市内に居住しており、市内に開業予定、又は、開業１年未満
の方に（責任共有対象外：100％保証） 
適当な担保・保証人のない小規模企業者が事業資金を必要と
する時に（責任共有対象外：100％保証） 

公害防止のための施設の設置、移転のための資金が必要な時に
 

 
年末の金融繁忙期のために 
生産性向上、経営の高度化及び効率化を図るための高度情報
通信技術活用に必要な資金等 
設備の近代化、経営の合理化等に必要な資金 
大気汚染、水質汚濁等に係る各種処理施設・機械等に要する資金 
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の創業に関す
る資金（責任共有対象外：100％保証） 
経営安定に必要な運転資金等 
越盆・越年資金 
経営の維持発展のための運転資金、経営の合理化のための設
備資金が必要な時に 
市内に居住しており、市内に開業予定、又は、開業１年未満
の方に（責任共有対象外：100％保証） 
市内に居住し、市内に開業予定又は開業１年未満であって、
女性又は35歳未満の方及び市内に転入して１年未満の方 
（責任共有対象外：100％保証） 

公害防止のための施設の設置、移転のための資金が必要な時に
 

 

盆・年末など金融繁忙期のために
 

 

新たな事業展開や新分野への進出又は業態の転換を行うときに
 

 
経営の維持発展のための運転資金、経営の合理化のための設
備資金が必要な時に 
適当な担保・保証人のない小規模企業者が事業資金を必要と
する時に 
（個人事業主の場合：責任共有対象外：100％保証） 
経営の維持発展のための運転資金、経営の合理化のための設
備資金が必要な時に 
経営の維持発展のための運転資金、経営の合理化のための設
備資金が必要な時に 

中小企業者が行う事業に直接必要となる設備資金又は運転資金
 

 

中小企業者が越盆又は越年のために必要とする運転資金
 

 
経営の維持発展のための運転資金、経営の合理化のための設
備資金が必要な時に 
経営の維持発展のための運転資金、経営の合理化のための設
備資金が必要な時に 

2,500万円
 

 
 
 

1,000万円
 

 
 
 
 

600万円 
 

1,500万円
 

 
 
 

1,000万円 
 
 

600万円
 

 

1,000万円
 

 
500万円 

1,000万円
 

 
1,000万円 
1,000万円 

1,000万円
 

 
1,000万円 
200万円 

100万円̃ 
1,000万円 

100万円̃ 
1,000万円 

100万円̃ 
500万円

 
 

準工業地域100万円̃2,000万円 

その他地域50万̃1,000万円 
50万円̃ 

400万円 
100万円̃ 
2,000万円 

 
 

1,000万円 
 
 

100万円̃ 
1,000万円 

1,000万円
 

 

500万円
 

 

300万円
 

 

500万円
 

 
500万円 
1,000万円 

 
 

2.3
 
 
 
 

2.0
 
 

1.9 
（変動あり）

 
 
 
 
 
 
 

1.8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.0 
 
 
 

1.8
 
 
 

2.1
 
 
 

2.1 
(市が全額補助)

 
 
2.1 

（市が3割以内補助） 
1.8 

（変動あり） 
5年 2.5％ 
10年 2.75％ 
 
 

2.0
 
 
 

2.0
 
 

2.0
 
 
 

1.8

 
 

運転 
設備 
 
 

設備
 
 
 

運転 
 

運転 
設備 
 

運転 
設備

 
 
 

運転 
設備 

設備
 
 

運転 
運転 
設備 
設備 
設備 
運転 
設備 
運転 
運転 
 
 

運転 
設備

 
 
 
 

設備
 
 

運転
 
 

運転 
設備 
運転 
設備 
運転 

設備
 
 

運転 
設備 
運転 
設備 
運転 
設備 

運転
 
 

運転 
設備 
運転 
設備 

７年 
 
 

７年
 
 
 

10年
 

 

6ヵ月
以内

 
 
 
 
 

10年 
 
 
 

５年 
７年 

10年
 

 
6ヵ月 

６年
 
 

６年 
６年 
５年 
７年 
６年 
6ヵ月 
 
 
 

７年 
 
 
 

８年 
６年 
夏5ヵ月 
冬6ヵ月 

10年
 

 
５年 
７年 
５年 

７年
 
 

５年 
７年 
５年 
７年 
 
 

6ヵ月
 

 

５年
 
 

５年 
７年 

金融機関の 
定めによる 

大分県中小企業 
振興資金に準ずる 

大分県中小企業 
振興資金に準ずる 

1千万円 
超10年 

上記の内、市が 
75％～85％補助 

（　　　　　） 設備資金のみ市が 
全額補助 

（　　　　） 一部の業種等で 
市が全額補助 

（　　　　　　） セーフティネット保証 
適用分は市が全額補助 

（　　　　　　） セーフティネット保証 
適用分は市が全額補助 

信用保証のご利用にあたって 

市町村の制度 （平成20年4月1日現在） 



借 方  
科 目  

現 金  

預 け 金  

金 銭 信 託  

有 価 証 券  

動産・不動産 

損失補償金見返 

保証債務見返 

求 償 権  

雑 勘 定  

未 収 利 息  

未経過保険料 

そ の 他  

合 計  

0 

16,347,200 

0 

9,789,821 

359,838 

87,654 

201,742,132 

1,498,055 

668,511 

38,946 

499,878 

129,686 

230,493,211

金 額  

貸 方  
科 目  

基本財産 

　基金 

　金融安定化特別基金 

　基金準備金 

収支差額変動準備金 

制度改革促進基金 

責任準備金 

求償権償却準備金 

退職給与引当金 

損失補償金 

保証債務 

求償権補填金 

借入金 

雑勘定 

　仮受金 

　保険納付金 

　損失補償納付金 

　未経過保証料 

　未払保険料 

　未払費用 

合 計  

12,775,840 

5,403,887 

797,738 

6,574,215 

3,015,000 

193,180 

1,249,842 

462,403 

599,485 

913,429 

201,742,132 

0 

5,725,000 

3,816,901 

73,183 

96,465 

4,418 

3,638,081 

1,818 

2,935 

230,493,211

金 額  

科 目  金 額  

基金 
　出捐金 

　　　　県 

　　　　市町村 

　　　　金融機関 

　金融機関等負担金 

　基金準備金 

　金融安定化特別基金 

基本財産合計 

5,403,887 

4,881,584 

4,317,217 

548,664 

15,703 

1,472,303 

6,574,215 

797,738 

12,775,840

42.3   
38.2   

33.8   

4.3   

0.1   

11.5   

51.5   

6.2   

100.0  

構成比（％） 金　額 区　　分 

平成19年度事業報告 
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経常収入 
　保証料 
　預け金利息 
　有価証券利息･配当金 
　延滞保証料 
　損害金 
　事務補助金･その他 
　責任共有負担金 
　雑収入 
経常支出 
　業務費 
　　役職員給与 
　　退職給与引当金繰入 
　　その他人件費 
　　旅費 
　　事務費 
　　賃借料 
　　動産･不動産償却 
　　信用調査費 
　　債権管理費 
　　指導普及費 
　　負担金 
　借入金利息 
　信用保険料 
　雑支出 
経常収支差額 
経常外収入 
　償却求償権回収金 
　責任準備金戻入 
　求償権償却準備金戻入 
　求償権補填金戻入 
　　保険金 
　　損失補償補填金 
　補助金 
　その他収入 
経常外支出 
　求償権償却 
　有価証券償却 
　雑勘定償却 
　責任準備金繰入 
　求償権償却準備金繰入 
　退職金 
　その他支出 
経常外収支差額 
金融安定化特別基金取崩額 
制度改革促進基金取崩額 
当期収支差額 
　収支差額変動準備金繰入額 
　基本財産繰入額 

2,656,827 
2,192,196 
34,017 
98,783 
6,773 
7,946 

299,569 
0 

17,543 
1,746,706 
636,920 
350,910 
28,560 
78,574 
3,617 
63,644 
6,724 
13,140 
2,857 
63,182 
5,962 
19,751 
6,222 

1,099,171 
4,392 

910,121 
5,503,075 
107,825 
1,279,573 
330,427 
3,784,517 
3,418,546 
365,971 

0 
734 

5,946,248 
4,232,627 

0 
0 

1,249,842 
462,403 
1,226 
150 

△443,173 
5,629 
2,682 

475,258 
0 

475,258

平成19年度事業報告 

貸借対照表 
（平成20年3月31日現在）（単位:千円） 
 

中小企業金融安定化特別保証制度に係る出捐金の累計額 　　　950，000千円 
中小企業金融安定化特別会計に係る当期収支差額の累計額　 △152，262千円 
＊各金額は単位未満を四捨五入しているため、合計金額と一致しません 

基本財産 
（平成20年3月31日現在）（単位：千円） 

収支計算表 
（平成19年4月1日～平成20年3月31日）（単位:千円） 
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 用語解説 

平成19年度事業報告 

貸借対照表 収支計算書 

貸方 借方 収入 支出 

中小企業金融公庫
へ支払う信用保険
料です。 

信用保険料 

決算上の保証料は、
受入保証料のうち当
該決算期間に対応す
る額が計上されます。 

保証料 基本財産 
株式会社の資本金に
相当します。出資金
としての性格をもつ
出捐金と、金融機関
等負担金からなる【基
金】と、過去の収支差
額の累計の【基金準
備金】、安定化の実施
に伴い国から出捐金
として拠出された【金
融安定化特別基金】
の残高の３つから成
っています。 

保証利用の促進、
及び代位弁済の支
払準備資産として
金融機関へ預託し
ています。 

預け金・ 
現金 

安全有利な資産運
用を行うため、国
債・社債・地方債を
保有しています。 

有価証券 

経理上の求償権は、
代位弁済した金額
から回収金や中小
企業金融公庫から
の保険金等を控除
した額です。 

求償権 

当年度中に中小企
業金融公庫に支払
った保険料のうち、
翌事業年度にかか
る部分を計上して
います。 

※（注）保証債務見返（資
産）と保証債務
（負債）は同額の
ため、この表か
らは除いてあり
ます。 

未経過 
保険料 

年度末求償権のう
ち法的整理の結果
回収不能となって
償却した求償権や
当年度受領した保
険金相当額等を計
上しています。 

求償権償却 

景気変動等により
代位弁済が想定以
上に増加した場合
の備え（支払い資
金）として、保証債
務残高に対して一
定の割合を積み立
てています。（洗替
え方式） 

責任準備金 
繰入 

協会資産の健全性
を保つ観点から求
償権の回収不能額
を見積もって一定
の割合を積み立て
ています。（洗替え
方式） 

求償権償却 
準備金繰入 

全額基本財産（収
支差額変動準備金
を含む）に組入れ、
当協会が健全な経
営を行い、公共的
使命を果たしてい
くうえで必要不可
欠な基本財産の充
実に当てています。 

当期収支 
差額 

預
け
金
・
現
金 

基
本
財
産 

業
務
費 

保
証
料 

預
け
金 

利
息
等 

そ
の
他 

責
任
準
備
金
戻
入 

求
償
権
償
却 

準
備
金
戻
入 

求
償
権
補
填
金
戻
入 

そ
の
他 

金
融
安
定
化 

特
別
基
金
取
崩
額 

借
入
金
利
息 

信
用
保
険
料 

求
償
権
償
却 

責
任
準
備
金
繰
入 

求
償
権
償
却 

準
備
金
繰
入 

そ
の
他 

当
期
収
支
差
額 

収
支
差
額 

変
動
準
備
金 

制
度
改
革 

促
進
基
金 
責
任
準
備
金 

求
償
権 

償
却 

準
備
金 

退
職
給
与 

引
当
金 

求
償
権 

補
填
金 

借
入
金 

未
経
過
保
証
料 

未
払 

保
険
料 

そ
の
他 

有
価
証
券 

不
動
産
等 

求
償
権 

未
経
過
保
険
料 

そ
の
他 

経
常
支
出 

経
常
収
入 

経
常
外
支
出 

経
常
外
収
入 

保証の呼び水として
金融機関に預け入れ
た預託金の受取利息
と、保有している国
債・地方債等からの
利息配当金です。 

預け金 
利息等 

代位弁済により中小
企業金融公庫から受
領した保険金と県・
市町村等から受領し
た損失補償金からな
っています。 

求償権 
補填金戻入 

安定化特別会計で欠
損が生じた場合、欠
損額と同額の金融安
定化特別基金を取り
崩すことができるこ
ととなっています。 

金融安定化 
特別基金取崩額 

収支差額 
変動準備金 
収支差額に欠損が生
じた場合や、急激な
保証の増大等により
基本財産の増強が必
要となった場合には、
これを取り崩して、
協会経営が不安定に
なることを防ぐこと
ができます。 

制度改革 
促進基金 

部分保証制度によっ
て生じた損失を優先
的に処理するための
基金です。 

借入金 
中小企業金融公庫か
ら借入をしています。
借入金は全額保証推
進のため預託金とし
て金融機関へ預け入
れしています。 

未経過 
保証料 

受入保証料のうち当
該決算期間の未経過
分（次年度以降に係
る保証料）を計上し
ます。 



１５ 

４,６７２ 

１,２７５ 

２,３９８ 

１,０６６ 

１５ 

９,４４１ 

２１３.３ 

９５.１ 

８６.０ 

９４.３ 

１１０.２ 

７４.８ 

９４.７ 

２８８,０００ 

６１,９９７,５４３ 

１３,９４４,６５０ 

１８,３７９,６４７ 

８,３７９,０８８ 

３０５,２００ 

１０３,２９４,１２７ 

件　数 金　額 金額前年比 区　分 

（単位:件、千円、％） 
 

都 市 銀 行  

地 方 銀 行  

第二地方銀行 

信 用 金 庫  

信 用 組 合  

政府系機関等 

　 合 計 　  

２２ 

１１,４４６ 

３,９４９ 

６,２２５ 

２,３４１ 

５９ 

２４,０４２ 

９１.６ 

９７.９ 

８８.９ 

１０４.８ 

１１１.６ 

９３.５ 

９８.４ 

３７０,６６８ 

１１７,４９５,５３５ 

３０,９０９,５１２ 

３７,８２６,４２５ 

１４,０９１,２０１ 

１,０４８,７９２ 

２０１,７４２,１３２ 

件　数 金　額 金額前年比 区　分 

（単位:件、千円、％） 
 

都 市 銀 行  

地 方 銀 行  

第二地方銀行 

信 用 金 庫  

信 用 組 合  

政府系機関等 

　 合 計 　  

１ 

２４０ 

１８０ 

１０１ 

６０ 

０ 

５８２ 

２２.０ 

１２０.４ 

１２２.９ 

１８６.２ 

１１３.４ 

－ 

１２３.０ 

１７,２４２ 

２,８５９,３１９ 

１,２４２,８５６ 

５７６,６２８ 

３１６,８０２ 

０ 

５,０１２,８４７ 

件　数 金　額 金額前年比 区　分 

（単位:件、千円、％） 
 

都 市 銀 行  

地 方 銀 行  

第二地方銀行 

信 用 金 庫  

信 用 組 合  

政府系機関等 

　 合 計 　  

信用組合 
8.1%

政府系 
機関等 
0.3%

都市銀行 
0.3%

信用金庫 
17.8%

信用金庫 
18.7%

第二 
地方銀行 
　13.5%

第二 
地方銀行 
　15.3%

地方銀行 
60.0%

地方銀行 
58.2%

信用組合 
7.0%

政府系 
機関等 
0.5%

都市銀行 
0.2%

平成19年度 
保証承諾 
（金額構成比） 

平成19年度 
保証債務残高 
（金額構成比） 

信用金庫 
11.5%

第二 
地方銀行 
　24.8% 地方銀行 

57.0%

信用組合 
6.3%

政府系 
機関等 
0.0%

都市銀行 
0.3%

平成19年度 
代位弁済 
（金額構成比） 

注）金融機関の統合前の数値は統合後の金融機関に含みます。（前年比も同じ） 
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信用保証の動向 

 平成19年度信用保証業務の状況〈金融機関群別〉 

保証承諾 

保証債務残高 

代位弁済 

信用保証の動向 



１,４３４ 

２,９８７ 

９８６ 

１,６０３ 

１,５０７ 

９２４ 

９,４４１ 

８２.７ 

１０１.３ 

１２０.４ 

７７.９ 

９４.８ 

９６.２ 

９４.７ 

１６,５４５,３７０ 

３２,１９３,１４３ 

１３,６８７,４２０ 

１３,０３７,７７１ 

１６,６８１,８２３ 

１１,１４８,６００ 

１０３,２９４,１２７ 

件　数 金　額 金額前年比 区　分 

（単位:件、千円、％） 
 

製 造 業  

建 設 業  

卸 売 業  

小 売 業  

サ ービス業  

そ の 他  

　 合 計 　  

３,５６２ 

６,２７５ 

１,９１４ 

４,６８４ 

４,５１８ 

３,０８９ 

２４,０４２ 

９８.１ 

９７.４ 

１０６.９ 

９３.７ 

９８.９ 

９９.２ 

９８.４ 

３４,１９１,９６８ 

４９,７７９,０１１ 

２１,５７７,９４４ 

３０,７２９,３４５ 

３７,５４０,４３２ 

２７,９２３,４３２ 

２０１,７４２,１３２ 

件　数 金　額 金額前年比 区　分 

（単位:件、千円、％） 
 

製 造 業  

建 設 業  

卸 売 業  

小 売 業  

サ ービス業  

そ の 他  

　 合 計 　  

８２ 

２０８ 

４３ 

１１６ 

８６ 

４７ 

５８２ 

１９７.５ 

１６９.０ 

８８.２ 

９７.５ 

１３０.６ 

５７.１ 

１２３.０ 

６９９,７７７ 

２,００４,９０３ 

４３５,８９３ 

８３３,９８７ 

６４２,６３４ 

３９５,６５４ 

５,０１２,８４７ 

件　数 金　額 金額前年比 区　分 

（単位:件、千円、％） 
 

製 造 業  

建 設 業  

卸 売 業  

小 売 業  

サ ービス業  

そ の 他  

　 合 計 　  

製造業 
16.0%

その他 
10.8%

建設業 
31.2%

卸売業 
13.3%

小売業 
12.6%

サービス業 
16.1% 平成19年度 

保証承諾 
（金額構成比） 

製造業 
16.9%

その他 
13.8%

建設業 
24.7%

卸売業 
10.7%

小売業 
15.2%

サービス業 
18.6%

平成19年度 
保証債務残高 
（金額構成比） 

製造業 
14.0%

その他  
7.9%

建設業 
40.0%

卸売業 
8.7%

小売業 
16.6%

サービス業 
12.8%

平成19年度 
代位弁済 
（金額構成比） 
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信用保証の動向 

 平成19年度信用保証業務の状況〈業種別〉 

保証承諾 

保証債務残高 

代位弁済 
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件　数 構成比 金　額 

保 証 承 諾 

件　数 構成比 金　額 

保 証 債 務 残 高  

件　数 構成比 金　額 

代 位 弁 済  
市 町 村  

（単位:件、千円、％） 
 

信用保証の動向 

 平成19年度信用保証業務の状況〈市町村別〉 

大　分　市 

別　府　市 

中　津　市  

日　田　市 

佐　伯　市 

臼　杵　市 

津 久 見 市  

竹　田　市  

豊後高田市       

杵　築　市 

宇　佐　市 

豊後大野市 

由　布　市 

国　東　市 

市　計 

東 国 東 郡  

速　見　郡 

玖　珠　郡 

郡部計 

県　外 

合　計 

3,708 

938 

786 

681 

670 

314 

171 

159 

152 

261 

481 

267 

244 

175 

9,007 

5 

140 

255 

400 

34 

9,441

43.9 

9.7 

7.5 

5.8 

7.2 

3.6 

1.2 

1.5 

1.8 

2.8 

4.9 

2.4 

2.3 

1.4 

96.0 

0.0 

1.4 

2.1 

3.5 

0.5 

100.0

44.5 

11.4 

7.4 

5.5 

6.9 

3.8 

1.3 

1.5 

1.5 

2.2 

4.5 

1.8 

2.2 

1.6 

96.1 

0.0 

1.4 

1.9 

3.3 

0.6 

100.0

31.1 

14.4 

4.9 

8.8 

12.4 

3.6 

0.6 

3.6 

0.0 

0.5 

5.8 

4.2 

1.0 

6.5 

97.4 

0.0 

1.8 

0.2 

2.0 

0.6 

100.0

45,393,489 

10,016,871 

7,705,320 

6,008,080 

7,415,150 

3,706,870 

1,267,850 

1,511,480 

1,909,309 

2,916,360 

5,061,570 

2,448,550 

2,326,810 

1,466,300 

99,154,009 

14,500 

1,421,600 

2,168,619 

3,604,719 

535,400 

103,294,127

89,857,139 

22,922,988 

15,015,336 

11,162,387 

13,931,964 

7,740,104 

2,552,075 

3,051,046 

3,009,734 

4,388,201 

9,010,299 

3,638,786 

4,367,031 

3,131,181 

193,778,271 

35,643 

2,810,569 

3,833,387 

6,679,598 

1,284,263 

201,742,132

1,558,640 

720,609 

247,823 

438,740 

621,383 

179,235 

29,863 

181,396 

1,765 

25,019 

293,291 

209,019 

52,486 

324,605 

4,883,875 

0 

90,497 

8,299 

98,797 

30,176 

5,012,847

9,955 

2,860 

1,801 

1,601 

1,544 

808 

403 

406 

365 

546 

1,088 

553 

631 

505 

23,066 

10 

358 

531 

899 

77 

24,042

200 

82 

30 

43 

44 

16 

9 

21 

2 

8 

32 

15 

12 

54 

568 

0 

5 

5 

10 

4 

582



0

150,000,000

120,000,000

90,000,000

60,000,000

30,000,000
0

15,000

12,000

9,000

6,000

3,000

(件)(千円)

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000
30,000

24,000

18,000

12,000

6,000

0

(件)(千円)

0

6,000,000

5,000,000

4,000,000

3,000,000

2,000,000

1,000,000

600

500

400

300

200

100

(件)(千円)

(企業者数)

0

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

19

15年度 
135,061,472 
13,526

16年度 
110,912,010 
12,001

17年度 
108,969,815 
11,107

19年度 
103,294,127 
9,441

18年度 
109,070,879 
9,887

金 額 
件 数 

15年度 
209,187,245 
22,992

16年度 
211,886,785 
25,559

17年度 
204,767,318 
25,887

19年度 
201,742,132 
24,042

18年度 
205,030,771 
24,910

金 額 
件 数 

15年度 
2,350,285 
259

16年度 
2,933,334 
246

17年度 
2,969,758 
295

19年度 
5,012,847 
582

18年度 
4,075,695 
472

金 額 
件 数 

15年度 
13,215

16年度 
14,096

17年度 
14,381

19年度 
13,686

18年度 
14,019企業者数 

0

信用保証の動向 

保証承諾の推移 

保証債務残高の推移 

代位弁済の推移 

利用企業者数の推移 
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　大分県信用保証協会は、公的な「保証機関」として、中小企業者の資金調達の円滑化を図り、中小企業
者の健全な育成と地域経済の発展に貢献するため、金融支援・経営支援に努めてまいりました。 
　当協会は経営の透明性を一層向上させ、対外的な説明責任を適切に果たすために、経営計画を公表し、
計画等の実施状況に係る自己評価を行うとともに第三者による評価を受け、その結果について公表してい
ます。 
　今般、平成19年度経営計画の実施状況について、外部評価委員会（委員：岡村邦彦弁護士、河野光雄公
認会計士）の意見・アドバイスを踏まえて自己評価を行いましたので、公表いたします。 
 
１．業務環境 
（1）地域経済及び中小企業の状況 
　　　大分県の景気は、電気機械・輸送用機械や鉄工・精密機械が高操業を持続しているなかで、雇用環
境の改善が一服しているほか、原材料価格高騰の影響等から企業マインドが悪化しており全体として
持ち直しの動きが一服している。一方、中小企業では、原油価格高騰による燃料費の増加や原材料費
の増加をコストに転嫁できておらず、中小企業を取り巻く経営環境は依然厳しい状況にある。 

（2）中小企業向け融資の動向 
　　　日銀大分支店の調査によると、県内貸出は法人向けの減少等から貸出金残高は減少となっており、
中小企業から見た金融機関の企業向け貸出態度判断は「厳しい」が増加している。 

（3）大分県内中小企業の資金繰り状況 
　　　中小企業の業況判断は原材料の価格の高騰の影響から悪化の方向にあり、資金繰り景況感は運転資
金の増加により借入金返済期間は長期化している。 

（4）大分県内中小企業の設備投資動向　 
　　　県内企業の設備投資は、輸出用機械、精密機械等を中心に大規模な能力増強投資から製造業を中心
に前年度を上回っているが、中小企業の設備投資は低調に推移している。 

（5）大分県内の雇用情勢 
　　　日銀大分支店の調査によると、08年３月の有効求人倍率は0.95倍で３カ月連続で１倍を下回ったが、
同倍率は引き続き九州トップ（平均0.68倍）の水準を維持している。 

 
２．重点課題について 
（1）保証部門 
　①責任共有制度の円滑な実施 
　　　説明会等で金融機関と情報を共有しながら円滑な制度導入を図り、さらに連携を強化することでよ
り深く中小企業支援を行う。 

　　・責任共有制度の円滑な導入を図るため、県内６地区（大分地区・別府地区・中津地区・日田地区・
佐伯地区・豊肥地区）において、各金融機関担当者、商工会指導員、地方公共団体担当者を対象に
説明会（参加者264名）を開催した。 

　　　また、各商工会、商工会議所団体に６回、地元６金融機関に31回の説明会を開催し、円滑な制度導
入と金融機関との連携強化を推進した。 

　②大分県金融円滑化特別対策事業の推進 
　　　同事業が平成19年９月まで延長されたことから、説明会等で周知及び推進を行う。 
　　・中小企業を取り巻く経営環境が厳しさを増すなか、中小企業者に対する金融円滑化を一層推進する

ため、平成15年８月から「大分県金融円滑化特別対策事業」が実施されている。このうち県制度資
金は低利率の固定金利であり中小企業者のニーズも高く、積極的に保証推進を行ったことにより、
上期の保証承諾は3,140件、323億51百万円（金額前年比120.0％）と上期の保証承諾目標金額
250億円を大きく上回った。下期の保証承諾は2,699件、220億43百万円（金額前年比77.4％）
と上期の反動により減少したものの、年間保証承諾は5,839件、543億94百万円の実績を残すこと
が出来た。 

　③新たな金融調達手法の推進 
　　　不動産担保に依存しない手法として、売掛債権担保保証が拡充されることから金融機関や関係団体
への説明会等で周知を図り、より積極的な推進を行う。 

　　・不動産担保に依存しない手法として売掛債権担保保証が拡充されたことから、当協会の職員全員に
対して説明会を開催し、県内金融機関の融資責任者に対して全体説明会を開催した。 

　　　また、保証担当者が金融機関訪問の際に融資担当者へ保証利用を積極的に提案し、保証承諾54件、
12億42百万円の実績を残すことが出来た。 

　④セーフティネット保証の推進 
　　　業況の悪化している業種に属する中小企業者や、自然災害によって大きな打撃を受けている中小企
業者に対し、ホームページへの掲載、パンフレットの作成、説明会の開催等により制度の更なる推進
を行う。 

　　・経営の安定に支障が生じている中小企業者を対象とした「セーフティネット保証」について、金融
機関ブロック単位の融資相談会・勉強会や地域商工会議所主催の金融相談会等で制度要件の説明を
行い周知に努めた。 

平成19年度経営計画の評価 

平成19年度経営計画の評価 
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　　　また、保証担当者と金融機関融資担当者との保証案件協議の際に積極的に取組提案を行ったが、保
証承諾715件、135億29百万円（金額前年比72.6％）と前年を下回った。 

　⑤利用企業者数の増加 
　　　広報機能の強化や関係機関との連携強化により、未利用企業者に対する利用促進を行う。 
　　・新規企業の開拓、育成による利用企業者の増加を平成16年度から重点項目としている。広報機能の

強化や関係機関との連携により新規獲得に努めたが、代位弁済や廃業等により前年度末14,019企
業から13,686企業に減少した。しかし、保証利用浸透度は県内中小企業数の減少により33.1％と
なり九州上位を維持している。 

　　＊利用浸透度は、平成19年度総務省「事業所・企業統計調査（平成18年度）」を中小企業庁で再編加
工した中小企業者数（中小企業者数41,386企業）により算出。 

　　＊中小企業者数の推移（平成13年10月：中小企業者数46,603企業、平成16年10月：中小企業者数
43,010企業）。 

　⑥経営支援機能の強化 
　　　経営支援態勢を強化し、金融機関や関係団体と連携し、中小企業者の経営支援に更に積極的に取り
組む。 

　　・平成18年４月から業務部に設置した「経営支援室」と管理部に設置した「再生支援室」を、平成
19年４月に「経営・再生支援室」とし業務部に設置、責任者として室長に中小企業診断士を配属し、
専任の調査役と職員２名の４名体制とし充実を図った。 

　　・全般的な経営相談に加え、台風災害先等からの金融相談を受け、68企業に対し保証取組みを実施し
た。 

　　・地元信用金庫が主催したビジネスマッチング（中小企業者の異業種交流会）に当協会のブースを設
け、相談体制を整えた。 

　　・再生手続開始申立等企業に指定された企業と取引があり、回収困難な債権がある中小企業者のうち
21企業について企業訪問のうえ、面談、実地調査を行い経営支援に取り組んだ。 

　　・求償権消滅保証は、保証承諾１件、35百万円を実施した。 
　⑦目利き職員の養成 
　　　全国信用保証協会連合会研修への参加やＯＪＴにより、中小企業の将来性や技術力を的確に評価で
きる職員を養成する。 

　　・中小企業の将来性や技術力を的確に評価できる職員の養成を目的として、全国信用保証協会連合会
「企業の目利き講座」研修に職員を参加させたほか、中小企業診断士育成のため「中小企業診断士
試験（１次・２次）対策講座」に職員を参加させた。結果として、１名 中小企業診断士の資格を取
得し、１名 １次試験に合格した。 

　　　また、若手保証担当者に対して、ベテラン職員のＯＪＴによる人材育成を通じて必要な知識の習得
やブラッシュアップに努めた。 

　　・自己啓発として業務に関連する通信教育を12名が受講し知識習得に努めた。 
 
（2）期中管理部門 
　①金融機関との連携による期中管理の強化 
　　　要管理先について早期実態把握に努め、中小企業者の実態に即し、返済額の軽減、一定期間の返済
猶予、期限の延長等条件変更により正常化を図る。 

　　・定期的に金融機関を訪問の上、期中管理案件を協議した。特に大口・担保付案件については金融機
関担当者、当事者面談で状況把握を徹底した結果、総体で700件の条件変更対応による事業継続支
援を行った。 

　　　また、調整見込みがないと判断した582件、50億13百万円に対して、早期の代位弁済実施に努め
た。 

　②関係部門（保証・回収）との連携強化 
　　　関係部門（保証・回収）との情報交換等により連携強化を図り、効果的かつスムーズな調整に努め
るとともに代位弁済案件については早期回収の着手に繋げる。 

　　・事故案件について、保証部門と連携し必要資料を回覧の上、情報共有に努めた。 
　　・代位弁済案件について、毎月回収部門と「情報交換会議」を行い、５千万円以上の大口・担保付案

件については、不動産評価資料等情報収集に努め役員へ報告し回収策を協議した。 
　③期中管理部門の整備充実 
　　　期中管理事務の流れを見直し、効率的な調整や代位弁済事務手続きを行えるようにする。 
　　・平成19年度以降、景気不透明感により増大する事故報告案件に対応し、その後の回収業務を促進さ

せるために、「業務変更チーム」を発足させた。そこで業務の見直しを行い事務の効率化を図るため、
事務部門（管理一課）と現業部門（管理二課）に分離し、平成20年度より新体制で業務が行えるよ
うに変更した。 

 
（3）回収部門 
　①早期回収の着手 
　　　期中管理部門と連携し、早期回収の着手により回収実績の増加に努める。 
　　・当該年度新規代位弁済案件について、速やかに回収作業に移行できるように期中管理部門と「情報

交換会議」を行い、特に担保付案件については担保の再評価並びに実地調査を全件実施、報告書を
作成し、大口５千万円以上の案件については役員を含め検討した。 
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　②求償権先の実態把握 
　　　債務者への訪問督促を強化し、面談実績を高めるとともに定期入金先との増額交渉や一括弁済交渉
に努める。 

　　・回収意識の向上のため「平成19年度管理部年度回収方針」を策定の上、回収担当者に周知徹底を図
り、その進捗管理については回収担当者ごとの「進捗管理表」、「交渉経過一覧表」により実施した。
また、回収促進のため休日督促１回、夜間督促３回を行い、法的措置を推進し、５千万円以上の大
口案件については定期的に進捗管理を行ったが、無担保・第三者保証人を徴求しない債権及び法的
整理債権の増加により回収額は12億８百万円となった。 

　③サービサーを活用した回収の促進 
　　　無担保債権の増加に対応して、サービサーへの回収委託による効率的な回収に努める。 
　　・保証協会サービサーへの委託基準の見直しを行い、無担保債権を中心とした委託増加を行った結果、

本年度においては300件、18億86百万円の新規委託を実施した。この結果、サービサーの年間回
収額は１億82百万円となり、全体回収額の15.0％を占めるに至った。 

　④事業再生支援など新たな制度への取組み 
　　　再生支援など新たな取組みへの検討・協議を行い、求償権先の実情に即した対応に努める。 
　　・平成18年度に管理部に設置した「再生支援室」が、平成19年度は業務部に新たに「経営・再生支

援室」として設置されたため、再生支援関係についてはその情報の共有化に努めた結果、求償権消
滅保証を１件、35百万円を実施した。 

　　　また、「求償権の放棄」等を含む再生案件について、大分県中小企業再生支援協議会と常時綿密な協
議を行い、県制度資金については大分県と定期的に会議を実施し、積極的にその対応に努めている
ところである。 

 
（4）その他間接部門 
　①コンプライアンス体制の充実・強化 
　　　コンプライアンスプログラムに基づき、研修・啓蒙活動を行うとともに適宜法令遵守態勢の検証を
行う。 

　　・コンプライアンスマニュアル及び規程等の見直しを行った。 
　　・平成19年度コンプライアンスプログラムの周知徹底を図るため、年度初めにコンプライアンスプロ

グラムの内容及び組織体制について各部のコンプライアンス担当者が説明会を各部毎に開催し全員
に周知徹底した。年度初め、年末・年始の会長の訓話でコンプライアンスに関する事項を徹底した。 

　　・平成19年度コンプライアンス委員会は委員６名により定例委員会を四半期に１回、その他報告事項
がある都度随時開催することとした。その結果、定例４回随時２回計６回のコンプライアンス委員
会を開催しコンプライアンスに関する報告等を協議し対応した。 

　　・コンプライアンスプログラムに基づき内部講師による研修を階層別・部署別に２回（全員参加）開
催し、外部講師による「人権研修」１回（全員参加）及び「メンタルヘルス研修」２回（全員参加）
を開催した。その他大分県等が行う外部の人権研修に５名参加させた。 

　　・「コンプライアンスニュース」は、新聞記事、ニュース等で報道された飲酒運転等改正道交法違反、
顧客情報紛失、注意義務違反、セクハラ、パワハラ等に関する事項について12回配信し、役職員に
法令遵守を徹底した。 

　　・苦情等事案の発生は、16件あったがいずれも迅速に対応し、全事案をコンプライアンス委員会に報
告し検証を行った。 

　　・個人情報の管理は、定型規定外作業についてデータの移送・送信・送付を承認願いで管理し、点検
について日常業務を毎日点検担当者がチェックする体制とした。監査について、内部監査において
規定通りに運用管理されているか点検責任者が管理する体制とした。 

　　・啓蒙活動として、日常的なチェック事項25項目（25のマナーチェック）を定め達成度評価を７月
と12月に実施した結果、意識の向上に繋がった。コンプライアンスチェックシートを計画通り２回
実施した。 

　　　また、毎月各課の課内会議でコンプライアンスに関すること、個人情報保護に関することの討議を
行い、その結果を役員まで文書で報告している。 

　　・平成20年度コンプライアンスプログラムの策定は、平成20年２月に各部のコンプライアンス担当
者によりコンプライアンス態勢の見直し、コンプライアンス研修の実施状況等を協議しこれを踏ま
えてコンプライアンスプログラム原案を作成し、コンプライアンス委員会で審議の上決定した。こ
れを同年３月の第179回理事会及び役員会に諮り承認を得た。 

　②金融機関との適切な責任共有制度導入への取組みと整備 
　　　金融機関との適切な責任共有制度システムの対応等スムーズな導入と運営に向けた取組みを行う。 
　　・九州ブロック共同システムへの移行が責任共有制度導入以降となることから、当協会独自で暫定シ

ステムを構築し対応した。 
　　・協会内に責任共有制度に対する苦情受付窓口を設置し対応したが大きなトラブルは発生しなかった。

広報については、ホームページ、月報、季刊誌を活用し、更に商工会議所、中小企業団体中央会、
大分県産業創造機構の機関誌に広告掲載するとともに新聞にも広告を掲載した。 

　③電算システムの共同化への取組みと整備 
　　　電算システムの共同化のスムーズな導入により、業務を効率化・合理化し経営基盤の強化に努める。 
　　・九州ブロック共同システムへの移行を平成20年１月と予定していたが機器設置の遅れ、システム開

発の見直しにより平成20年４月に変更した。 
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　　・平成20年１月にプログラムの単体テスト、２月にシステム並行ランニング、３月に最終確認のスケ
ジュールとし、新システムへの様式変更、事務手続き変更も３月までに無事終了した。 

　　・内部作業説明では、各部に責任者を置き企画情報課の電算担当者が中心となって行動し約200項目
に及ぶ障害や要望事項を処理した。 

　　・様式変更では、金融機関毎の説明会を開催し、支店説明会を開催できなかった金融機関に対しては
説明ビデオテープを作成して配布した。 

　　・その他、月報、チラシ等を作成し配布するとともに、業務部の保証担当者が金融機関の支店窓口を
訪問し様式や事務手続の変更を説明し、周知徹底に努めた。 

　④広報活動の充実 
　　　ホームページや機関誌の充実等により中小企業向けの広報活動に努める。 
　　・年度初めに協会案内や保証制度等のリーフレットやパンフレットを作成し、県内金融機関、商工団

体、地方公共団体等の窓口に配布した。 
　　・ＡＢＬ保証等新設保証制度の金融機関本部向け説明会（金融機関、地方公共団体等 参加者28名）

を開催した。 
　　・平成19年度から、月報を保証実績に関して毎月発行するものと多種多様な情報誌として３カ月に１

回発行する季刊誌の２種類を発行することとした。季刊誌には、責任共有制度やセーフティネット
保証、国の施策情報に加え中小企業者紹介や金融機関支店訪問、協会職員紹介等を盛り込んだ。 

　　・また、中小企業実態調査アンケートに保証協会のパンフレットやチラシを同封し制度の広報に努め
た。 

　　・責任共有制度導入の広報について、月報にチラシを入れ季刊誌に毎回記事を掲載した。関係機関や
商工団体の広報誌に広告を掲載したほか、新聞にも初めて広告を掲載した。 

　　・平成19年10月以降の責任共有制度導入後の県制度・提携制度等の変更について、金融機関説明会
を金融機関毎に開催し約定書の指針解説、新書式（条件変更・事故報告様式の改訂）についても説
明した。 

　　・ホームページは刷新することとして検討を進めており、情報を充実させ平成20年７月にリニューア
ルすることとしている。 

 
３．事業計画について 
　　当協会の平成19年度の事業概況について、県内中小企業者が引き続き厳しい経営環境にある中で、基
本業務である保証承諾は9,441件、金額1,033億円となり、前年比では件数95.5％、金額94.7％、計
画比金額は105.4％であった。 

　　保証債務残高は24,042件、金額2,017億円となり、前年比では件数96.5％、金額98.4％、計画比
金額は102.4％であった。 

　　保証承諾は、平成19年10月からの「金融機関との責任共有制度導入」の影響で、一般制度より有利
な保証料率体系の県制度資金が上期で323億51百万円（金額前年比120％）と大きく伸びた。下期はそ
の反動もあり借換保証の減少等で保証承諾の伸びは低調であったが、年間を通して計画を上回り保証債
務残高の落ち込みも小幅なものとなった。その結果、保証債務残高も計画を上回ることが出来た。 

　　一方、代位弁済は582件、50億13百万円となり、前年比では件数123.3％、金額123.0％と、件数・
金額ともに大幅な増加となった。これは、県内倒産発生状況が件数で４年振り100件を突破、平成以降
８番目となり負債総額も平成以降最大、過去２番目となったことと、法的整理による企業倒産が増加し、
業種的には建設業が40％を超え、小売・卸売業も倒産が増加した。特に老舗の業者や零細企業が経営環
境の急激な変化に対応できず代位弁済の増加となっている。 

　　また、回収は担保物件の処分が低迷したことにより12億８百万円と前年度に比べて90.8％と減少した。 
 
４．収支計画について 
　　年度経営計画に基づき保証業務の適正な運営と経営の効率化に努めた結果、収支差額は４億75百万円
の黒字計上となった。この収支差額の処理として、４億75百万円全額を基金準備金に繰り入れ基本財産
の増強を図った。 

 
５．財務計画について 
　　基本財産のうち基金準備金については、収支差額により４億75百万円を繰り入れ、期末の基金準備金
は65億74百万円となった。金融安定化特別基金は、金融安定化特別会計の収支差額△６百万円を取崩
し７億98百万円となった。 

　　この結果、基本財産総額は127億76百万円となった。 
　 
６．主要業務数値 
　　平成19年度の保証
承諾等の主要業務数
値は、右のとおりで
す。 

項　目 金　額（百万円） 前年比（％） 計画比（％） 計画額（百万円） 
保 証 承 諾  

保証債務残高 

代 位 弁 済  

回 収  

９４.７ 

９８.４ 

１２３.０ 

８７.３ 

１０５.４ 

１０２.４ 

１３１.９ 

９０.８ 

１０３,２９４ 

２０１,７４２ 

５,０１３ 

１,２０８ 

９８,０００ 

１９７,０００ 

３,８００ 

１,３３０ 
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業務環境 
○平成19年度の大分県の景気は、電気機械・輸送用機械や鉄鋼・精密機械の大手企業は高操業を持
続し設備投資も製造業を中心に前年度を上回ったが、中小企業では、原油価格高騰による燃料費の
増加や原材料費の増加により、経営環境は依然厳しい状況にあった。 
 
保証部門について 
○全国の信用保証協会は、平成19年10月から金融機関との責任共有制度を導入し金融機関と連携し
て中小企業を支援することとした。大分県でも、責任共有制度のスムーズな導入を図るため金融機
関や各種団体にきめ細かく説明会を開催し周知徹底を行っていた。制度導入後の保証申込は若干減
少しているが、不動産担保に依存しない手法としての売掛債権担保保証の拡充や第三者保証人を徴
求しない保証を積極的に推進しており保証の拡充に努めている。今後とも、責任共有制度の導入に
より中小企業者が不利益を受けないように関係機関と十分連携し支援に努めて頂きたい。 
○また、業況の悪化している中小企業者や民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者と取引
がある中小企業者を対象とした「セーフティネット保証」について、制度説明会や融資相談会を開
催し周知に努めているが、保証承諾実績は135億円で前年比72.6％にとどまった。中小企業支援
の保証制度の中でも、創業や再生支援への取組み強化を次年度以降も積極的に推進して頂きたい。 
 
期中管理部門について 
○経営支援機能の強化を図るため経営・再生支援室を平成19年度に設置し、中小企業者の実態に即
した返済額の軽減・一定期間の返済猶予や期限の延長を行い正常化に向けた努力を行っている。特
に大口・担保付き先については、金融機関の担当者、中小企業者と面談し状況把握ができたことに
より、総体で約700件の先に対し条件変更等により事業継続支援を行っていたことは評価できる。 
○一方、代位弁済は、大分県内の倒産発生件数が４年振りに100件を突破し平成以降最大の負債総額
となったことや法的整理等による企業倒産が増加していることから、２年続けて計画を大きく上回
り過去最高額の50億13百万円となった。これにより、保証債務平均残高に占める代位弁済率は
2.48％と前年に比べて0.47％増加したものの九州では最も低く全国的に見てもまだ低い水準にあ
るが、代位弁済を抑制する努力を行うとともに引き続き積極的な保証支援を行って頂きたい。 
 
管理部門について 
○回収については、無担保・第三者保証人がいない債権の増加や法的整理債権の増加により回収率は
前年に比べて2.71％低下している。保証協会サービサーの活用による回収の効率化等に一層努め
て頂きたい。 
 
その他部門について 
○コンプライアンス態勢の充実・強化を図るため、コンプライアンスプログラムを策定し理事会で承
認を得ていた。これを、役員が率先垂範するため会長が年度初めや年末年始の訓話等でコンプライ
アンスの遵守を徹底しており、内部研修でもコンプライアンス担当者が徹底していた。また、外部
講師による人権研修やメンタルヘルス研修に全員が参加しコンプライアンスに関する意識の向上を
図っており、その効果については基本的なチェックを「コンプライアンスチェックシート」で、日
常的な事項のチェックを「25のマナーチェック」で成果を確認していた。 
○電算システムの共同化への取組みでは、当初の移行予定を３カ月延ばし平成20年４月としたが、
責任共有制度導入のための暫定システムや移行プログラムの開発、関係先への説明を十分に行った
結果、大きなトラブルもなくスムーズに移行できていた。 
○広報活動については、金融機関や関係団体との連携による広報を行い、新聞を活用した広告も初め
て行っていた。ホームページについては、平成20年７月にリニューアルすることとしているため、
内容を一層充実し中小企業支援のための広報に努めて頂きたい。 
 
総括 
○経営計画に基づいた業務運営という点について一定の成果をあげているが、保証債務残高の減少、
事故の増加による代位弁済が急増している。中小企業の経営環境が厳しいなか、保証協会が現状に
おいて抱えている課題を認識し、具体的な対策を講じていく必要がある。 
○責任共有制度の導入等信用補完制度の改革に伴い地域経済に対する信用保証協会の役割が重要視さ
れており、経営支援や事業再生支援などへの期待が大きくなっている。今後も、中期事業計画・年
度経営計画を着実に実行し地域経済の発展に貢献されることを期待する。 

 平成19年度外部評価委員会意見書 
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　当協会は、公的機関として経営の透明性を一層向上させるため、「中期事業計画（平成18年度～平
成20年度）」に基づく「年度経営計画（平成20年度）」を策定しましたので公表します。 

 中期事業計画（平成18年度～平成20年度） 
　大分県信用保証協会は、公的な「保証機関」として、中小企業者の資金調達の円滑化を図り、中小
企業者の健全な育成と地域経済の発展に貢献するため、平成18年度から平成20年度までの３カ年間
の中期事業計画における業務運営の基本方針として、以下に掲げる事項を主要項目として取組みます。 
 
１．経営支援・再生支援体制の整備、強化 
　現在、中小企業者の経営相談窓口として経営相談室を設置していますが、新たに経営支援・再生支
援を目的とした「経営支援室・再生支援室」へと体制強化します。「経営支援室・再生支援室」はＭ
ＳＳ（ＣＲＤの経営診断システム）を活用した経営改善計画や事業再生プランの作成助言、財務管理
アドバイス等を行い、また、再生支援協議会等との連携を強化し、中小企業者の経営支援・再生支援
に積極的に取組みます。 
 
２．保証制度の多様化への対応 
　不動産担保に依存しない資金調達方法として創設された売掛債権担保融資保証制度や、資本市場か
らの事業資金調達を円滑に進めることを目的とした特定社債保証制度の更なる推進を図ります。また、
第三者保証人に依存しない保証についても引き続き推進します。 
　この他ＣＬＯなどの証券化についても資金調達の多様化を図る観点から、積極的な対応を行います。 
 
３．政策保証の推進 
　業況の悪化している業種に属する中小企業者や、自然災害によって大きな打撃を受けている中小企
業者に対しては、県制度資金やセーフティネット保証等により積極的かつ弾力的な取組みを行い、資
金調達へ向けたきめ細やかで迅速な対応、親身な相談を行います。 
 
４．利便性の向上に向けた努力 
　保証申込にあたり必要となる各種書類の簡素化や、連合会を中心に検討中の電子申請についても積
極的に検討を行います。また、ＭＳＳ（ＣＲＤの経営診断システム）や協会団信制度の導入など、中
小企業者が利用しやすい保証協会を目指して参ります。 
 
５．リスク考慮型保証料体系及び金融機関との適切な責任共有制度の導入に伴う影響把握 
　平成18年４月のリスク考慮型保証料体系及び今後、予定されている金融機関との適切な責任共有
制度の導入による中小企業者及び金融機関に対する影響等について実態把握に努めます。また、実態
把握に必要となるデータを収集・整備するためのシステム構築を行います。 
 
６．期中管理の充実・強化 
　金融機関との連携強化により中小企業者の実態を早期に把握し、必要に応じ経営支援または再生支
援を行い、期中管理の充実・強化を図ります。 
 
７．回収の合理化・効率化 
　期中管理部門との連携強化による代位弁済案件に対する早期回収の着手、回収目標額の設定及び目
標管理の徹底、サービサーの活用等、回収業務の合理化・効率化を図り、回収額の最大化に努めます。 
 
８．制度改革にかかるシステム対応等 
　金融機関との適切な責任共有制度等、信用補完制度の円滑な実施のため、適切なシステム対応を行
います。また、業務の効率化を図るため、電算システムの共同化を推進します。さらに公的な保証機
関として、コンプライアンス態勢の更なる充実・強化を図ります。 
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平成20年度経営計画 

１．業務運営方針 
　当協会は、本来の使命である中小企業金融の円滑化を通じて、地域社会への一層の貢献をはたすた
め、国及び地方公共団体の諸施策を推進するとともに、経営支援・再生支援体制を充実させ、中小企
業者の経営相談等のサービスにきめ細かく対応し、多様化する資金ニーズに迅速・的確に応えていき
ます。また、金融機関等との連携強化により、期中管理の充実に努め、代位弁済の抑制、求償権回収
の最大化、効率化を図ります。 
　また、平成20年4月からのコンピュータシステムの共同化により、事務の簡素化・効率化に努め
るとともに、コンプライアンス態勢の強化、中小企業診断士や目利き職員の養成などによる中小企業
者への支援体制の強化を図り、今まで以上に「信頼される協会」「顔の見える協会」を目指して邁進
していきます。 
 
（１）保証審査の適正化・効率化 
　金融機関本部と情報交換及び支店担当との相談会を実施し、金融機関と一層の共有化を図るととも
に、案件進捗管理の徹底により審査スピードのアップを図ります。また、ＣＲＤスコアを参考とした
簡易稟議案件の推進により、審査の迅速化に努めます。 
（２）利用企業者数の増加 
　パンフレットの作成やホームページによる広報活動、関係機関との連携強化、各種勉強会の開催、
関係機関主催セミナーへの職員講師派遣等により、協会を利用した場合の利便性・優位性（保証人の
非徴求、制度資金の金利メリット、団体信用生命保険制度等の紹介）を説明し、未利用企業者の保証
推進を図ります。 
（３）責任共有制度の円滑な運用 
　金融機関と連携して、中小企業者の資金繰りの把握に努め、企業ニーズに応えた適切な支援を行い
ます。 
（４）政策保証の推進 
　不況業種に属する中小企業者や厳しい環境で努力している中小企業者に対して、親身な対応に努め
るとともに、国の経済対策保証制度であるセーフティーネット保証、流動資産担保保証等を積極的に
推進して資金需要の円滑化に努めます。 
（５）職員の目利き能力の向上 
　多様化する保証制度に対応した審査能力の向上を図るため、連合会主催研修等への受講参加や現地
調査等を通してのＯＪＴにより、中小企業者の問題点・将来性を的確に判断できる職員の養成に努め
ます。 
（６）関係部門（保証・回収、及び再生支援関係機関）との連携強化 
　関係部門との情報交換等により連携強化を図り、効果的かつスムーズな調整に努めるとともに、代
位弁済案件について早期回収の着手に繋げます。また、平成19年度に経営・再生支援室を拡充して
経営・再生支援機能を強化したことにより、経営改善指導相談案件の審査についてはきめ細かな対応
ができるようになりました。平成20年度は大口債権管理、ＭＳＳ（中小企業経営診断システム）の
活用や再生支援協議会との連携を強化し、引き続き経営・再生支援室を活用した支援を推進します。 
（７）延滞案件の早期着手 
　延滞案件について早期に債権管理を行ない、即応性のある行動を実施します。 
（８）金融機関との連携強化による債権管理の強化 
　事故報告受付等による要管理先について、早期実態把握に努め、中小企業者の実態に即した返済額
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弟６次中期経営計画 
　　　　（平成16年度～平成18年度） 

の軽減、一定期間の返済猶予、期限延長等の条件変更により正常化を図ります。 
（９）期中管理部門の整備充実 
　期中管理部門の業務の流れを見直し、効率的な調査や代位弁済事務手続きを行えるようにします。 
（10）回収の早期着手 
　期中管理部門と連携し、早期回収の着手により回収実績の増加に努めます。 
（11）求償権の実態把握 
　求償権先への訪問督促を強化し、面談率を高めるとともに定期入金先との増額交渉や一括弁済に努
めます。 
（12）サービサーを活用した回収の促進 
  求償債権の増加に対応して、サービサーへの回収委託範囲を拡大し効率的な回収に努めます。 
（13）事業再生支援等の新たな制度への取組み 
　再生支援など新たな取組みへの検討、討議を行ない、求償権先の実情に即した対応に努めます。 
（14）管理回収事務の効率化 
　急増する求償債権に対応するため、管理事務の効率化に努め、合理化を図ります。 
（15）コンプライアンス態勢の充実・強化及び危機管理態勢の整備 
　コンプライアンスプログラムに基づき、研修・啓蒙活動を行うとともに、適宜法令遵守態勢の検証
を行います。内部統制によるリスク管理を行うとともに、危機管理態勢の検証を行います。 
（16）九州共同システムの運用と整備 
　平成20年４月に移行する九州共同システムの運用により業務の効率化・合理化を図り、経営基盤
の強化に努めます。 
（17）信用補完制度の拡充に向けた取組みと整備 
　中小企業の事業承継円滑化等に資する取組み及び事業再生支援の拡充に向けた取組みを行います。 
（18）業務改善に資する取組みと整備 
　業務区域外求償権・不正利用者等に係る情報交換体制の充実に努めます。 
（19）広報活動の充実 
　信用保証制度について広く正しい理解を得、一層の認識向上を図るため、ホームページや機関誌の
充実等により中小企業者向けの広報活動に努めます。 
（20）人材開発の充実と強化 
　審査能力の一層の向上等を通じ、信用補完制度の適切な運営に資するとともに、信用補完制度の変
革期における人材の育成・開発を促進します。 
（21）裁判員制度への対応 
　「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」に基づき、当協会職員が裁判員として司法参加するた
めの環境整備に係る検討を行います。 
 
 
２．保証承諾等主要計画 
　平成20年度の保証承諾等の主要業務 
数値計画は、右の通りです。 

保 証 承 諾  

保証債務残高 

代 位 弁 済  

回 収  

９４０億円 

２,０００億円 

４５億円 

１５億円 

金　　　額 項　目 
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　大分県信用保証協会は、公共的使命と社会的責任の重みを常に認識し、健全な業務運営を通
じて揺るぎない信頼の確立を図るため、役職員一丸となってコンプライアンスの実践に、積極
的に取り組んでいます。 
　当協会のコンプライアンスは、「法令等の遵守」と定義付け、①法律、命令　②官公庁等から
発せられた規則、通達等　③倫理や道徳を含む社会規範　④当協会の内部規定としており、「信
用保証協会倫理憲章」を基本方針とし、「具体的行動規範」に基づいて行動しています。 

　コンプライアンスを推進するため、コンプライアンス委員
会を設置し、統括部署を定め、コンプライアンスマニュアル
の整備や実践状況の把握に努めています。 
　また、各部署にコンプライアンス委員を配置し、違反等の
あった場合、外部相談窓口（顧問弁護士）に相談できるよう
なしくみも整えています。 

具体的行動規範 

　１．法令・ルール等の遵守 

　２．誠実な職務の遂行 

　３．守秘義務の履行 

　４．職務上の地位と関係者との付き合い 

　５．コンプライアンス関連事項への対応 

　６．反社会的勢力（不当要求行為）への対決 

　７．外部からの苦情・トラブルへの対応 

　８．職場秩序の維持　 

　９．違反行為の報告 

１０．懲罰 

１．信用保証協会の公共性と社会的責任の重みを常に認識し、健全な業務運営を通じて
信頼の確立を図る。 

２．経営の効率化に努め、創意と工夫を活かした質の高い信用保証サービスの提供を通
じて、地域経済の発展に貢献する。 

３．あらゆる法令やルールを厳格に遵守し、社会的規範にもとることのない誠実かつ公
正な事業活動を遂行する。 

４．市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会勢力とは、断固として対決する。 
５．広く住民とのコミュニケーションを図りながら地域社会への貢献に努める。 

●信用保証協会倫理憲章● 
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凡例 

報告・連絡・相談 

指示 

調査・チェック 
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コンプライアンス組織体制図 

監　事 理事会 顧問弁護士 

コンプライアンス委員 

コンプライアンス統括部署 
（総務部・企画情報課） 

コンプライアンス担当者 
（各部、課長相当職） 

委 員 長  

副委員長

委 員  

事 務 局 

… 

… 

… 

… 

会長 

専務理事 

理事、参与、部長 

企画情報課長 

職　　員　　等 



 
個人情報保護宣言 

　大分県信用保証協会は信用保証協会法に基づく法人であり、中小企業の皆様が金融機関から

貸付等を受けるについて、貸付金等の債務を保証することを主たる業務としており、信用保証

協会の制度の確立をもって中小企業等の皆様に対する金融の円滑化を図ることを目的としてお

ります。 

　業務上、お客様の個人情報保護を取得・利用等をさせていただくことになりますが、お客様

の個人情報の取扱いについて以下の方針で取組み、適正な個人情報の保護に努めてまいります。 

 

①個人情報に関する法令等の遵守 
　　当協会は個人情報の保護に関する（平成15年法律第57号）などの法令およびガイドライン

等を遵守して、お客様の個人情報を取扱います。 

 

②個人情報の取得・利用・提供 
　・当協会では、信用保証業務の適切な運営の遂行のためにお客様の個人情報を適正に取得し、

利用します。なお、利用目的の詳細につきましては当協会ホームページの「個人情報保護

法に基づく公表事項に関するご案内」の１．「当協会が取り扱う個人情報の利用目的」に公

表しておりますのでご覧ください。 

　・取得したお客様の個人情報は、法令等に定める一定の場合を除き、上記記載の利用目的以

外には使用いたしません。 

　・お客様の本籍地等の業務上知る得た公表されていない情報を、適切な業務の運営の確保そ

の他必要と認められる目的以外の目的には使用いたしません。 

 

③個人データの適正管理 
　　お客様の個人データについて、組織的・人的・技術的安全措置を継続的に見直し、お客様

の個人データの取扱いが適正に行われるよう定期的に点検するとともに、個人情報保護への

取組みを見直します。 

 

④個人情報保護の維持・改善 
　　当協会は、お客様の個人情報の取扱いが適正に行われるように定期的に点検するとともに、

個人情報保護への取組みを見直します。 

 

⑤個人データの委託 
　・当協会は、個人情報保護法第23第４項第１号の規定に基づき個人データに関する取扱いを

外部に委託する場合があります。 

　・委託する場合には適正な取扱いを確保するため解約の締結、実施状況の点検等を行います。 

 

⑥保有個人データの開示・利用目的の通知 
　・法令等に定める一定の場合を除き、お客様は、当協会が保有するお客様ご自身の個人デー

タの開示及びその利用目的の通知を求めることができます。 
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　・請求の方法は当協会窓口に備置してある個人情報開示請求書に所定の事項を記載のうえ、

ご本人確認書類を添付して当協会窓口に持参（または郵送）ください。 

 

⑦保有個人データの訂正・削除、利用停止、第三者提供の停止 
　・当協会が保有する個人データに誤りがある場合は下記の窓口にご相談ください。調査のうえ、

法令に定める一定の場合を除き、訂正または削除いたします。 

　・お客様の個人情報を個人情報保護法第23条に違反して第三者に提供している場合には、下

記の窓口にご連絡ください。調査確認のうえ、法令で定める一定の場合を除き、保有個人

データの第三者提供を停止いたします。 

　・⑥⑦の具体的な手続きにつきましては、当協会のホームページの「個人情報保護法に基づ

く公表事項に関するご案内」の３．（3）「開示等の求めに応じる手続」をご覧ください。 

 

⑧質問・苦情について 
　　当協会は、お客様からの個人情報に関する質問・苦情について適切かつ迅速に取組みます。 

 

⑨開示・利用目的の通知・訂正・利用停止・第三者提供の停止・安全管理措置・相
談・質問・苦情窓口 

　　当協会における個人情報等に関する各種のお問い合わせの窓口は下記のとおりです。 

　　　〒870-0026 

　　　大分県大分市金池町３丁目１番64号 

　　　大分県信用保証協会　総務部　総務課 

　　　電話番号　０９７－５３２－８３３６ 
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個人情報保護法に係る組織及び体制 

従　　業　　者 

総務部長 管理部長 業務部長 

理事会 監　事 

個人データ 
取扱者の 
指定 

個人データ 
取扱者の 
指定 

個人データ 
取扱者の 
指定 

点検 

参　　与 

点検 

違反のチェック 

※担当部署以外の 
　監査を行う 

報告徴求 

点検 

個人データ管理者 

個人データ点検・監査責任者※ 

個人データ管理責任者 
外部委託管理責任者 

苦情及び相談窓口並びに 
漏えい事案等への対応 

個人データ管理者 個人データ管理者 

企
画
情
報
課
長 

総
　
務
　
課
　
長 

業

務

二

課

長 

業

務

三

課

長 

経
営
・
再
生
支
援
室
長 

業

務

一

課

長 

理　事 総務部・業務部・管理部の各部長 
漏えい事案等対応責任者 

部長が各部の課長以上から 
漏えい事案等対応担当者選任 

報告・記録・相談 
助言・教育・指導 
点検・監査 
任命・指示・指定 

凡例 

情報管理担当部署 

外部委託担当者 

管

理

二

課

長 

管

理

一

課

長 
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個人情報保護について 



事務所のご案内 

事務所　〒870-0026 
　　　　大分市金池町３丁目１番64号 

中小企業会館２階 

中小企業会館３階 

保証協会別館２階 

業　務　一　課 

業　務　二　課 

業　務　三　課 

経営・再生支援室 

総　　務　　課 

企 画 情 報 課 

管　理　一　課 

管　理　二　課 

097-532-8246 

097-532-8247 

097-532-8265 

097-532-8295 

097-532-8336 

097-532-8327 

097-532-8297 

097-532-8296

097-538-0871 

097-538-0865 

097-538-0871 

097-538-0865 

097-538-0862 

097-538-0872 

097-538-0896 

097-538-0896

部　署　名 電話番号 ＦＡＸ 

業

務

部 

総
務
部 
管
理
部 
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http://www.oita-cgc.or. jp/

至別府 

至別府 

大分駅 

●市役所 至鶴崎 

●県庁 

●金池小学校 

駐車場 

駐車場 

R10

R197

大分県信用保証協会・別館（管理部） 

大分県信用保証協会（総務部・業務部） 



大分県信用保証協会の現況 


